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墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 一部改正条例（※）による改正後 
  
 （利用時間） 

第２条 集会所（前条第１号及び第３号に掲

げる集会所に限る。以下この条から第１４

条までにおいて同じ。）の利用時間は、午

前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者 

 （前条第１号に掲げる集会所にあっては第

１５条の規定により業務を行わせる者を、

同条第３号に掲げる集会所にあっては墨田

区コミュニティ会館条例（平成６年墨田区

条例第３３号）第１１条の規定により業務

を行わせる者をいう。次条から第１１条ま

で及び別表第１において同じ。）が特に必

要があると認めるときは、区長の承認を得

て、前項の利用時間を変更することができ

る。 

 （準用） 

第２４条 第２条から第５条まで、第６条第

１項及び第２項並びに第７条から第１４条

までの規定は、第１条第２号に掲げる集会

所について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

 
第２条の見

出し 
〔略〕 

第２条第１

項 

集会所（前条第１号及び第３号に掲

げる集会所に限る。以下この条から

第１４条までにおいて同じ。）の利

用時間 

〔略〕

第２条第２

項 

指定管理者（前条第１号に掲げる集

会所にあっては第１５条の規定によ

り業務を行わせる者を、同条第３号

に掲げる集会所にあっては墨田区コ

ミュニティ会館条例（平成６年墨田

区条例第３３号）第１１条の規定に

より業務を行わせる者をいう。次条

から第１１条まで及び別表第１にお

いて同じ。） 

〔略〕

〔略〕 

第３条～第

１４条 
〔略〕 

 〔同左〕 

第２条 集会所（前条第１号及び第３号ウに

掲げる集会所に限る。以下この条から第１

４条までにおいて同じ。）の利用時間は、

午前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者 

 （前条第１号に掲げる集会所にあっては第

１５条の規定により業務を行わせる者を、

同条第３号ウに掲げる集会所にあっては墨

田区コミュニティ会館条例（平成６年墨田

区条例第３３号）第１１条の規定により業

務を行わせる者をいう。次条から第１１条

まで及び別表第１において同じ。）が特に

必要があると認めるときは、区長の承認を

得て、前項の利用時間を変更することがで

きる。 

 〔同左〕 

第２４条 第２条から第５条まで、第６条第

１項及び第２項並びに第７条から第１４条

までの規定は、第１条第２号並びに第３号 

 ア及びイに掲げる集会所について準用する。

 この場合において、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 
第２条の見

出し 
〔略〕 

第２条第１

項 

集会所（前条第１号及び第３号ウに

掲げる集会所に限る。以下この条か

ら第１４条までにおいて同じ。）の

利用時間 

〔略〕

第２条第２

項 

指定管理者（前条第１号に掲げる集

会所にあっては第１５条の規定によ

り業務を行わせる者を、同条第３号

ウに掲げる集会所にあっては墨田区

コミュニティ会館条例（平成６年墨

田区条例第３３号）第１１条の規定

により業務を行わせる者をいう。次

条から第１１条まで及び別表第１に

おいて同じ。） 

〔略〕

〔略〕 

第３条～第

１４条 
〔略〕 



 

 

 

別表第１ 

 １ 貸切りの場合 

    区分 

 

 

 

名称 

利用料金（１室につき） 

午前 午後 夜間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

立川集会所～

太平四丁目集

会所 

 〔略〕  

東駒形集会所 2,400円 3,100円 3,100円 

梅若橋集会所 2,400円 3,100円 3,100円 

横川集会所 〔略〕 

 付記  

  １・２ 〔略〕 

 ２ 貸切りでない場合 

  〔略〕 

 

別表第２ 

    区分 

 

 

 

名称 

使用料（１室につき） 

午前 午後 夜間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

東あずま公園

集会所 
 〔略〕  

〔削除〕 

〔削除〕 

 付記 

  １・２ 〔略〕 

 

別表第１ 

 １ 貸切りの場合 

    区分 

 

 

 

名称 

利用料金（１室につき） 

午前 午後 夜間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

立川集会所～

太平四丁目集

会所 

 〔略〕  

〔新設〕 

〔新設〕 

横川集会所 〔略〕 

 付記  

  １・２ 〔略〕 

 ２ 貸切りでない場合 

  〔略〕 

 

別表第２ 

    区分 

 

 

 

名称 

使用料（１室につき） 

午前 午後 夜間 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後５時か

ら午後９時

まで 

東あずま公園

集会所 
 〔略〕  

東駒形集会所 2,400円 3,100円 3,100円 

梅若橋集会所 2,400円 3,100円 3,100円 

 付記 

  １・２ 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 ※ 墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年 

墨田区条例第１２号。平成２７年４月１日施行） 

 


